
  

三   賃 金
(一)   名目賃金,実質賃金の推移

一 民間産業の名目賃金水準は,各産業とも前年末までの強い上昇傾向に終止符をうち,二四年上半期には殆
ど停滞化したが,下半期には若干微騰の現象を示した。毎月勤労統計の製造工業労働者一人一ケ月当り平
均給与総額(現金給與と実物給與の合計)によつて一一月の水準を前年同期と比較すると,二三年では一七
三%の上昇であつたのに対し二四年は二八・八%の上昇となり,更に二四年一月と比較すれば僅かに八・
九%の上昇にすぎず,他の産業も大体同様な傾向を示している。

二 このような下半期の回復は賃金率の変動をより強く示す定期給與において特に顕著であり,上半期の浮
動的な動きに比べて八月以降月々二%程度であるが着実と上昇を辿つていることは,人員整理一巡後の動
向として注目される。

三 右のような名目賃金の停滞につれて,前年には大巾な改善をみ,実質賃金も二四年に入つて横這い傾向に
轉じた。すなわち,消費者物債指数(C・P・I)の微騰をつゞけた五月までは実質賃金指数も微落傾向を示し,
五月は一月に比し約八%低落した。

四 しかし,その後C・P・Iが下落に転じたために実質賃金も上昇に転じ,九月には一月の水準にほぼ回復し,
つづいて一〇,一一月とかなりの改善を示した。かくして,一一月の実質賃金水準は二二年平均を一〇〇と
して二一五となり,前年同期及び二四年一月に対しそれぞれ一五%,九%の改善となつている。

五 このように,戦後の実質賃金は年と共に改善の傾向を示してはいるが,これを戦前に比較するときは,二
四年平均で七五.二%となおかなり低位にあり,特に二四年における実質賃金回復状況のあまりはかばかし
くなかつた点からみて,このような低位性がそのまゝ頭打ちとなる懸念がある。(第二表参照)

六 以上の如く,賃金の上昇に急激な抑制が加えられたのは,二三年末に実施された賃金三原則や続いて行わ
れた経済九原則による強力な日本経済の安定自立化政策の結果であつて,こゝに終戦以来の課題であつた
「物債と賃金の同時安定」がほぼ実現され,いわゆる「物債と賃金の悪循環」現像は一應解消するに至つ
た。

七 しかし,強力な安定政策の実施は,他面において二四年当初から企業における金詰り現象を生じ,賃金の
面では廣汎な遅拂現象の慢性化という形であらわれ,労働者の生活に脅威を與え,一つの社会不安をかもし
だしたことは別項の如くである。

また,インフレの收束,売手市場から買手市場への移行等の一般情勢の推移は企業合理化の要請を一層強め,
賃金体系の能率給化への努力が強化され,部分的ではあるが賃金計算方法の厳格化や生活給部分の縮少等
の現像を生起せしめた。

第一五表 実質賃金の推移
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三   賃 金
(二)   産業別賃金の推移

八 各産業共前年までの上昇に比較すると二四年の動きは極めて緩慢であつたことは上述の如くであるが,その推
移は産業別にかなり異なつた状況を示している。

九 毎月勤労統計による労働者一人一ケ月平均現金給與総額について産業別に第一・四半期と第四・四半期を比
較してみると,上昇率の高いものは食料品工業(三六%),ガス電氣水道業(三四%),商業(三一%),窯業及び土石工業
(二八%),印刷及び製本業(二七%)であり,上昇率の低いものは紡績工業(一%),機械器具工業(一一%),金属工業(一
四%),化学工業(一六%),鉱業(一七%)である。(第四・四半期は一二一月の増大した臨時的給與を含んでいる)一
〇上昇率の高いものゝうちガス電氣水道業及び印刷製本業は前年上昇が低くかつたために本年に入つて鞘寄せ
られたものであり,食料品工業と窯業土石工業は製粉・醸造・セメント・ガラス等における有効需要の確保と原
材料の入手順調による生産の好調を反映しているものと考えられる。しかし,これらの部門中でも輸出の伸び悩
んでいる罐詰や陶器製造業は,賃金上昇率も低位にあり,商業の高いのは銀行信託業における経理内容の好轉に基
くものとみられる。

一一 紡績工業は,前年末に改訂され本年当初実施された協定賃金が引続いているために給與総額の上昇率は低位
に止まつたが,定期給與ではかなり上昇している。機械器具工業は既に前年より一部に相対的生産過剰現象を示
し更に二四年予算による官需削減でとくに鉄道車輛・電氣機械器具は苦境に立つ等,一般的に安定政策の影響が
強くあらわれており,賃金遅拂や賃金切下げもこの部門に多く生じた。

一二 鉱業の低位性は,特に石炭鉱業において従來赤字融資・補給金によつて支えられてきた高賃金水準がこれら
の支柱の撤廃によつて維持できなくなり,更に公團買上の停止・滞貨の増大によつて経理態が悪化したことによ
る。

一三 金属・化学工業は本年に入つて上半期は停滞し,後半には生産の好調によつて漸騰を示しはじめたが,年間
を通じての上昇は低率であつた。但し,他産業との格差においてはなお前年來の優位を維持している。

第一六表 産業中分類別賃金の推移
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第一七表 産業中分類別賃金指数

一四 このような産業別貸金の変動の結果,製造工業を一〇〇とする賃金格差はかなり変化を示した。すなは
ち,第十八表の如く,向上の最も顯著なものは商業であり,金属・化学工業もかなり改善されたが,他方鉱業の低下
は著しく,製材木製品工業は前年に引続き低下を示している。

一五 また,本年における集中生産制の推行・金詰りの深刻化は,中小企業により強い影響を與えているといわれ
るが,賃金の面ではさほど規模による相違は生じていないようである。それは平均賃金でみる限り賃金の粘着性
にもとずくとともに同じ中小企業でも産業によつて條件が異なり,規模の相異よりも産業の相違が賃金により強
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く影響しているためである。

第一八表 産業中分類別賃金格差の推移
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三   賃 金
(三)   賃金構成の動向
(1)   臨時給与の縮減とその性格変化

一六 毎月勤労統計によつて工業労働者一ケ月平均給與の毎月きまつて支給する給與」に対する「その月
限り支給する給與」の割合でみると,後者の前者に対する比率は本年に入つてから急激に減少し,二三年平
均の一二・九%に対し二四年平均は六.二%となり,しかも,逐月この傾向は強まり,二四年末頃はわずかに
二・三%に止まつている。

一七 二三年までの臨時給与の比率が高かつたのは,インフレーシヨンによる名目賃金の絶えざる上昇傾向
に随伴したものであり,具体的には給与改訂の遡及拂や暫定内拂,或いは一時的な生活補填資金等の多かつ
たことを意味している。

一八 これに対し,本年におけるその顯著な減少傾向は,右のような性格が次第に消滅し(電気・石炭等は例
外),漸次これが戦前におけるが如き定期賞与的性格を帯びるに至つたことを意味し,このことは食料品工
業・窯業土石工業・銀行信託業等,好況産業部門に臨時給与の支拂が多く,かつ,季節的にみて三月,六月,一
二月等の時期にみられたことから明らかである。

第一九表 定期給興に対する臨時給興の比率の推移
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三   賃 金
(三)   賃金構成の動向
(2)   賃金体系の変化

一九 賃金体系は戦後の生活給的性格を依然基調としてはいるが,経済の安定化につれてそれに対する再検
討が行われ,漸次能率給重視の方向に向うとともに,インフレに随伴した複雜な諸手当の整理,簡素化がすゝ
められた。

二〇 これらの傾向を示すものとしては,部分的にではあるが次のような現象がみられる。

(1) 従來,物價手当・生活手当等の名目で基本給の一定率を加給していた部分を基本給に繰入れ,給與
体系の簡素化をはかる。 

(2) 基本給の決定要素として能力・勤務成績・職務等を重視する。 

(3) 家族手当の率の引き下げ,通勤交通費・各種保険料の労働者負担への轉化等によつて生活給部分
の縮少を行う。 

(4) 遅刻欠勤等に対する給與の差し引き,石炭鉱業にみられるような時間外賃金算定方法の改訂等賃
金計算を巌格化し,割増賃金を圧縮する。 

(5) 金属・機械器具工業部門にみられる生産奨励給の膨脹阻止を目的とする生産基準量の引き上
げ・或いは累進率の引き下げを実施する。 
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三   賃 金
(四)   賃金遅払の慢性化と賃金切下げの問題

二一 賃金の遅拂現象は前年から増加傾向にあつたが,二四年に入つて急増し,年間を通じて慢性化したの
で,これに対し労働基準法に基く強力な措置がとられた。

労働基準局の調査によれば,賃金不拂を発生した事業場数は三月から五月迄の三ヵ月間に約一七〇〇件で
あつたが,六月には一ヵ月で一五〇〇件を超え,以後も毎月累増し,一二月には二〇〇〇件を突破した。一
方,遅拂の解消件数は発生件数を下廻り,未拂件数並びに金額が累積の傾向にあることは,遅拂現象が依然解
消へ向つていないことを物語つている。

第二〇表 賃金不拂発生事業場数

二二 同時に注目されることは,下半期以降において一〇〇人以上の企業が減少傾向にあるのに対し,一〇〇
人以下の企業において次第に増加している事実であり,これは中小企業における金詰りを如実に反映して
いる。

二三 なお,遅拂の原因は産業や規模によつて異なつてはいるが,全般的に売掛代金回收難・売行不振等,経
営面の悪化によるものが増大してきている。

二四 賃金の遅拂・不拂とともに本年に入つて発生した事例として,賃金の切下げがあるが,多くは生産増大
の結果膨脹した能率給の圧縮,生活補給の諸手当・福利厚生費等の削減といつた部分的なものに止まつて
いる。また,それを実施した部門もごく一部に限られており,総体的に見れば,下半期において賃金水準はな
お,微騰傾向にあることは前述の通りである。

第二一表 賃金不拂額及び支拂状況月別累計表
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第二二表 賃金不拂原因比較表
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